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自 民

1 公共事業予算について

①/③

〔知事〕

(1)現下の厳 しい経済状況下において、来年度予算において必要な公共事業の総額確保に配

慮 されたことは評価す るものであ り、改めて地域における公共事業が果たす役割について、

知事の所見を伺 う。

(2)長引 く不況 と公共事業削減の影響を受け、平成 19年以降 3年連続で本県の建設業全体の

経常利益はマイナスになつている。 このまま建設業が しつか りとした経営ができない状況が

続 けば、除雪体制の維持 どころか地域社会の機能を維持す ることさえ困難になると懸念 して

いる。地域における建設業者の在 り方についての見解 を伺 う。

(3)地域の建設業の経営悪化を受けて、鳥取県では直営の除雪体制の拡充を図つていると聞

くが、本県における除雪体制整備についての考え方を伺 う。

(4)低価格入札は、工事の質の低下、下請企業・労働者への しわ寄せや安全管理の不徹底を

招き、建設業の健全な発展を阻害するものであることから、価格だけでなく、技術や品質を

含めた評価の下で健全な競争が行われるとい う考えのもとで、入札契約方式の改革を促進す

ることが必要である。私は今後、県の入札 において更なる落札率の引き上げを検討すべきと

考えるが、ダンピング対策、品質確保 と下請企業や建設労IBJ者への しわよせ防止のため、県

の今後の入札・契約制度のあ り方について、知事の所見を伺 う。

(5)県内における公共事業の比率は、いまや県発注よりも市町村発注が多 くを占めている状

況にあることから、入札制度の在 り方に関する考えについて、広く市町村にも理解を促進 し

てもらう必要があると思 うが、知事の所見を伺 うとともに、そのことが、 とりわけ中山問地

域においては社会政策として県内の活性化にもつながっていくものと考えるが、所見を伺 う。

2 農地予算 について

(1)本県が引き続き食料供給基地 としての役割を担っていくためには、農業水利施設の機能

を維持 していくことが重要 と考えるが、知事の考えを伺 う。
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(2)今後、標準耐用年数を迎える農業水利施設が多 く出てくるが、限 られた予算の中で、

のような観点で農業水利施設を維持管理 していくのか伺 う。

(3)農業関係だけでなく、住宅地域の湛水防除機能など、地域において重要な役割を担つて

いる農業水利施設の長寿命化対策を講 じていく上では、予算を有効に活用するため、県内の

農業水利施設全体を計画的に維持管理 していくことが必要であると考えるが、今後の取組に

ついて伺 う。

(4)農業水利施設は、地元農家がその施設を利用 し、 日常の縦持管理を行つているといつた

土地改良事業の待性から、長寿命化対策を計画的に進めるに当たつては、地元との連携が必

要不可欠 と考えるが、県はどのように進めていくつもりなのか伺 う。

|

(5)農業農村整備予算は、今年度における数次の補正対応や来年度当初予算についても前年

並みを確保するなど評価 しているところである。農業水利施設の老朽化により、機能を維持

するための予算が今後増力日していく一方で、経営効率の向上や経営体の育成につながる基盤

整備 も着実に進めていかなければならない。今後も必要な予算はしっか りと確保に努めてい

ただきたいと考えるが、知事の所見を伺 う。

3 暴 力団排除条例 について

(1)本県における暴力回の実態について、組織別の構成比など )ヽ含 めて伺 う。

(2)暴力団を壊滅にまで追い込むためには、警祭だけではなく、社会全体が暴力団の存在 を

認めない とい う流れを作ることが何 よ りも肝要なことと思 う。 このたびの暴力団排除条例に

ついても、まさにそのことを目的 として上程 されたもの と思 うが、改めて、その概要 と既存

の暴力団対策法 との関係について伺 う。

(3)条例提案に当たつて行われたパブ リックコメン トに対 し、多 くの意見や要望が寄せ られ

た と仄聞 し、県民の関心も極めて高い と感 じている。 この種の条例は、施行後の効果はもと

よ り、制定を公表す ること自体 に抑止効果があるもの と考えているが、これまでに暴力団排

除条例の制定が公表 されたことによる抑止効果 としての好事例等があれば何 う。

(4)本条例案の重要なポイン トである利益供与の禁止を効果的に運用 してい くためには、事

業者に暴力団 との関係を断ち切 る勇気 を与えることが、大きな課題であると考える。事業者

にこの勇気を与えるためには、県警に対す る絶対的な信頼を築 くほかにはあ り得ないと思 う

が、県轡はどのような方針で指揮 を執 り、県民を暴力団から守っていくつ もりか、本部長の

決意を伺 う。
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4 県立 武道館 につ いて

③/③

知事は、わが党の代表質問において、「予算上の措置を行つた うえ、機討を進める」 と答弁

された。県立武道館の設置を求めている武道関係者においては、非常に励みとなる朗報であり、

今後、県民の理解の促進を図る活動に葉)熱が入ることと思 う。県においては、できる限 り早い

時期に調査費の計上を願 うところであるが、知事の考えを伺 う。


